
第
三
十
二
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
三
条
第
三
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
七
号
（
第
三
十
二
条

第
二
項
第
三
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
第
三
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
五
号
、
第
三
十
四
条

の
二
、
第
三
十
五
条
第
三
項
第
三
号
、
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
第
四
号
、
第
三
十
七
条
第
二
項
第
三
号
及

び
第
三
項
第
六
号
、
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
四

号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
二
号
、
第
四
十
条
第
三
項
第
四
号

並
び
に
第
四
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
表
の
ニ

第
五
十
八
条
第
二
項
の
表
第
三
号
中
「
第
四
十
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、

同
表
第
四
号
中
「
掲
げ
る
被
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
掲
げ
る
被
牽け
ん

引
自
動
車
」
に
、「
の
被
け
ん
引
自
動
車
及
び
未
満

未
満
の
け
ん
引
自
動
車
に
よ
り
け
ん
引
さ
れ
る
被
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
の
被
牽け
ん

引
自
動
車
及
び
最
高
速
度
二
十
五

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
未
満
の
牽け
ん

引
自
動
車
に
よ
り
牽け
ん

引
さ
れ
る
被
牽
引
自
動
車
」
に
、

「

第
十
四
条

以
下

未
満

」
を

「

第
十
四
条

二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時

二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
」に
、

「
第
四
十
一
条
第
八
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、「
未
満
未
満
」
を
「
最
高
速
度
二
十
五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
未
満
」
に
、

「

第
四
十
六
条
た
だ

し
書

以
下

未
満

」
を

「

第
四
十
六
条
た
だ

し
書

二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時

二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
」
に

改
め
、
同
表
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

昭
和
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に

製
作
さ
れ
た
牽け
ん

引
自
動
車
と
昭
和
三
十
五

年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
被

牽け
ん

引
自
動
車
と
を
連
結
し
た
場
合
に
お
け

る
牽け
ん

引
自
動
車
及
び
被
牽け
ん

引
自
動
車
（
前

項
第
十
一
号
の
牽け
ん

引
自
動
車
及
び
被
牽け
ん

引

自
動
車
を
除
く
。）

第
四
十
一
条

第
一
項
第
五

号第
四
十
一
条

第
一
項
第
六

号

第
一
号
本
文
、
第
二
号

本
及
び
第
三
号
の
規
定

第
一
号
本
文
及
び
第
二

号
本
文
の
規
定
に
適
合

す
る
よ
う
に
、
か
つ
、

両
側
面
に

第
一
号
本
文
の
規
定

第
一
号
本
文
の
規
定

に
適
合
す
る
よ
う
に

第
五
十
八
条
第
二
項
の
表
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三

昭
和
四
十
四
年
九
月
三
十
日
以
前
に

製
作
さ
れ
た
自
動
車

第
四
十
一
条

第
一
項
第
二

号

自
動
車
の
後
面

長
さ
六
メ
ー
ト
ル
以

上
の
自
動
車
の
後
面

大
型
特
殊
自
動
車
、
小

型
特
殊
自
動
車
、
幅

〇
・
八
メ
ー
ト
ル
以
下

の
自
動
車

幅
〇
・
八
メ
ー
ト
ル

以
下
の
自
動
車

第
四
十
一
条

第
一
項
第
三

号

自
動
車
（
車
両
総
重
量

が

長
さ
六
メ
ー
ト
ル
以

上
の
自
動
車
（
車
両

総
重
量
が
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九

第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
の
自
動
車
の
両
側
面
の
中
央
部
に
備
え
る
方
向
指
示
器
の
指
示
部
の
最
前
縁

は
、
運
転
者
室
又
は
客
室
の
外
側
後
端
か
ら
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
内
（
被
牽け

ん

引
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車

の
前
端
か
ら
四
・
五
メ
ー
ト
ル
以
内
）
と
な
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
、
か
つ
、
自
動
車
の
最
外
側
か
ら
外
側

方
一
メ
ー
ト
ル
の
車
両
中
心
面
に
平
行
な
鉛
直
面
上
で
当
該
方
向
指
示
器
の
取
付
位
置
の
前
方
一
メ
ー
ト
ル
か

ら
自
動
車
の
後
端
ま
で
に
相
当
す
る
点
に
お
け
る
地
上
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
す
べ
て
の

位
置
か
ら
指
示
部
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十

第
一
項
第
六
号
の
自
動
車
の
両
側
面
に
備
え
る
方
向
指
示
器
（
前
号
に
規
定
す
る
方
向
指
示
器
を
除
く
。）の

指
示
部
の
最
前
縁
は
、
牽け

ん

引
自
動
車
の
前
端
か
ら
の
長
さ
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
な
る
よ
う
に
取
り
付
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
一

運
転
者
が
運
転
者
席
に
お
い
て
直
接
か
つ
容
易
に
方
向
指
示
器
（
自
動
車
の
両
側
面
に
備
え
る
方
向
指
示

器
を
除
く
。）の
作
動
状
態
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
作
動
状
態
を
運
転
者
に
表
示
す
る
装
置
を
備
え
る

こ
と
。

４

自
動
車
の
両
側
面
に
備
え
る
方
向
指
示
器
は
、
非
常
点
滅
表
示
灯
を
作
動
さ
せ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
非
常
点
滅
表
示
灯
と
同
時
に
点
滅
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
前
条
第
八
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
」
を
「
前
条
第
二
項
第
二

号
並
び
に
第
三
項
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
九
項
」
を「
前
条
第
四
項
」

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
を
「
第
四

十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
二
項
（
第
三
号
の
表
の
ロ
、
ハ
及
び
ニ
を
除

く
。）並
び
に
第
三
項
（
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
除
く
。）」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

停
止
表
示
器
材
は
、
別
記
様
式
第
二
に
定
め
る
様
式
の
中
空
の
正
立
正
三
角
形
の
反
射
部
及
び
け
い
光
部
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を

二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
九
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

停
止
表
示
器
材
は
、
使
用
に
便
利
な
場
所
に
備
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
五
条
第
三
項
第
一
号
、
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
第
二
号
、
第
三
十
七

条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
四
号
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
三
号
、
第
三
十
八
条
の
二
、

第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
八
項
第
五
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
三
項
第
五

号
、
第
三
十
四
条
第
二
項
第
三
号
、
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
、第
三
十
五
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
、

第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
四
号
、
第

三
十
七
条
の
二
第
三
項
第
七
号
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
第
三
号
、
第
三
十
八
条
第

二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
三
十
九
条
第
二
項
第
四
号
、
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第

二
号
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
三
号
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
第
三
号
並
び
に
第
三
項
第
三
号
及

び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
第
四
号
、
第
三
十
七
条
第
三
項
第
四
号
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
三
十
九
条
第
三

項
第
四
号
（
第
三
十
七
条
第
三
項
第
四
号
の
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
八
項
第
五
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
三
十
七
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第

四
号
、
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
第
七
号
、
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
第
三
号
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
三
十
九
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第
四
号
（
第
三
十
七
条
第
三
項
第
四

号
の
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
三
号
、
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
、
第
二
項
第
三
号
の
表
の
イ
（
自
動
車
の
後
面
に
備
え
る
方
向
指
示
器
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）、
ロ
及

び
ハ
並
び
に
第
三
項
第
三
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
第
四
十
一
条
第
八
項
第
五
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
の
表
第
五
号
中
「
第
四
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
同
項
第
二
号
を
除
く
。）」を「
第

四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
二
項
第
三
号
の
表
の
イ
（
自
動
車
の
後
面
に
備
え
る
方
向
指
示
器

に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）、
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
項
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
、
同
表
第
十
一
号
中
「
第
四

十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
七
号
（
同
条
第
一
項
第
五
号
の
自
動
車
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。）」
に
改
め
、
同
表
第
十
一
号
の
二
中
「
第
四
十
一
条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
三
項

第
十
号
」
に
改
め
、
同
表
第
十
二
号
中
「
第
四
十
一
条
第
八
項
第
六
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
三
項
第
四
号
」
に
改

め
、
同
表
第
二
十
四
号
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
一

号
中
「
第
三
十
三
条
第
三
項
第
五
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
三
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
五
号
の
条
項
の

欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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